
                      

 

令 和 ７ 年 11 月 21 日 

総合政策局海洋政策課 

海事局海洋・環境政策課 

 

「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の 

一部を改正する政令」を閣議決定 

 

本日、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣

議決定されました。本改正により、船舶から発生する窒素酸化物の放出量をより低減す

る基準及び船舶燃料油中の硫黄分濃度をより低減する基準が適用される海域に、カナダ

北極海排出規制海域及びノルウェー海排出規制海域が追加されます。 

 

１．背景 

海洋汚染防止条約（マルポール条約）附属書Ⅵでは、船舶に設置される原動機

から発生する窒素酸化物の放出量に係る基準及び船舶で使用される燃料油中の硫

黄分濃度の基準について定めています。 

今般、国際海事機関において同条約附属書Ⅵの改正案が採択され、当該窒素酸

化物の放出量及び当該硫黄分濃度について、一般海域に比べてより低減する基準

が適用される海域に、カナダ北極海排出規制海域及びノルウェー海排出規制海域

が追加されました。これを受け、我が国においても当該改正内容を国内担保する

ため、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令（昭和 46 年政令第 201

号）について所要の改正を行います。 

 

２．概要 

船舶から発生する窒素酸化物の放出量をより低減する基準及び船舶燃料油中の

硫黄分濃度をより低減する基準が適用される海域に、カナダ北極海排出規制海域

及びノルウェー海排出規制海域を追加します。 

 

３．スケジュール 

公 布： 令和７年 11 月 27 日（木） 

施 行： 令和８年３月１日（日） 

 

 

＜問合せ先＞ 代表：03-5253-8111 

海事局 海洋・環境政策課 伊藤、加藤 

直通：03-5253-8118 

（内線：43-902、44-178） 

総合政策局 海洋政策課 永井、宮井 

直通：03-5253-8266 

（内線：24-352、24-365） 

 

 



 
 

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱 

 

１ 船舶に設置される原動機から発生する窒素酸化物の放出量について特別の基準を適用

する海域として、カナダ北極海排出規制海域及びノルウェー海排出規制海域を追加する。

（第十一条の七及び別表第五関係） 

２ 船舶において使用する燃料油の品質について特別の基準を適用する海域として、カナ

ダ北極海排出規制海域及びノルウェー海排出規制海域を追加する。（第十一条の十及び別

表第五関係） 

３ 附則 

（１）この政令は、令和八年三月一日から施行する。（附則第一条関係） 

（２）所要の経過措置を定める。（附則第二条関係） 
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内
閣
は
、
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第
十
九
条
の
三
、

第
十
九
条
の
二
十
一
第
一
項
及
び
第
五
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。 

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

第
十
一
条
の
七
の
表
第
一
号
中
「
及
び
米
国
カ
リ
ブ
海
排
出
規
制
海
域
」
を
「
、
米
国
カ
リ
ブ
海
排
出
規
制
海
域
、
カ
ナ
ダ

北
極
海
排
出
規
制
海
域
及
び
ノ
ル
ウ
ェ
ー
海
排
出
規
制
海
域
」
に
改
め
る
。 

第
十
一
条
の
十
の
表
第
一
号
中
「
及
び
地
中
海
排
出
規
制
海
域
」
を
「
、
地
中
海
排
出
規
制
海
域
、
カ
ナ
ダ
北
極
海
排
出
規

制
海
域
及
び
ノ
ル
ウ
ェ
ー
海
排
出
規
制
海
域
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
五
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

カ
ナ
ダ
北
極
海

北
緯
六
十
八
度
五
十
四
分
西
経
百
三
十
七
度
の
点
、
北
緯
七
十
二
度
五
十
六
・
五
八
分
西
経
百
三
十

排
出
規
制
海
域 

七
度
の
点
、
北
緯
七
十
三
度
〇
・
四
二
分
西
経
百
三
十
六
度
二
十
一
・
七
二
分
の
点
、
北
緯
七
十
三



度
二
十
一
・
七
二
分
西
経
百
三
十
六
度
二
十
・
四
六
分
の
点
、
北
緯
七
十
三
度
五
十
六
・
三
四
分
西

経
百
三
十
六
度
五
十
七
・
六
分
の
点
、
北
緯
七
十
四
度
三
十
・
一
八
分
西
経
百
三
十
七
度
十
三
・
〇

八
分
の
点
、
北
緯
七
十
五
度
三
・
四
二
分
西
経
百
三
十
七
度
七
・
二
分
の
点
、
北
緯
七
十
五
度
四
十

九
・
二
六
分
西
経
百
三
十
六
度
三
十
二
・
〇
四
分
の
点
、
北
緯
七
十
六
度
四
十
二
・
一
八
分
西
経
百

三
十
六
度
五
十
七
・
〇
六
分
の
点
、
北
緯
七
十
七
度
二
十
八
・
二
六
分
西
経
百
三
十
六
度
三
十
四
・

七
四
分
の
点
、
北
緯
七
十
八
度
七
・
二
六
分
西
経
百
三
十
五
度
二
十
八
・
五
分
の
点
、
北
緯
七
十
八

度
三
十
九
・
七
二
分
西
経
百
三
十
三
度
四
十
四
・
八
八
分
の
点
、
北
緯
七
十
九
度
二
十
九
・
五
八
分

西
経
百
三
十
一
度
二
十
四
・
九
六
分
の
点
、
北
緯
七
十
九
度
五
十
三
・
一
六
分
西
経
百
二
十
九
度
三

十
二
・
二
二
分
の
点
、
北
緯
八
十
度
三
十
一
・
四
四
分
西
経
百
二
十
七
度
三
十
三
・
四
八
分
の
点
、

北
緯
八
十
一
度
五
十
四
・
三
六
分
西
経
百
十
八
度
三
十
六
・
二
四
分
の
点
、
北
緯
八
十
二
度
十
六
・

三
二
分
西
経
百
十
六
度
二
十
八
・
九
八
分
の
点
、
北
緯
八
十
二
度
五
十
二
・
八
六
分
西
経
百
十
五
度

二
十
九
・
四
六
分
の
点
、
北
緯
八
十
三
度
五
十
四
・
五
四
分
西
経
百
十
二
度
七
・
二
分
の
点
、
北
緯

八
十
五
度
四
十
六
・
一
四
分
西
経
九
十
七
度
十
六
・
八
六
分
の
点
、
北
緯
八
十
六
度
九
・
七
八
分
西



経
八
十
九
度
十
四
・
四
六
分
の
点
、
北
緯
八
十
六
度
二
十
二
・
五
六
分
西
経
七
十
八
度
五
十
九
・
五

八
分
の
点
、
北
緯
八
十
六
度
十
九
・
一
八
分
西
経
六
十
度
十
・
一
七
分
の
点
、
北
緯
八
十
五
度
三
十

八
・
九
二
分
西
経
五
十
八
度
十
・
五
八
分
の
点
、
北
緯
八
十
五
度
二
十
二
・
二
九
分
西
経
五
十
七
度

五
十
九
・
二
二
分
の
点
、
北
緯
八
十
五
度
十
二
・
〇
四
分
西
経
五
十
七
度
五
十
四
・
六
八
分
の
点
、

北
緯
八
十
四
度
四
十
九
・
五
六
分
西
経
五
十
七
度
十
三
・
二
八
分
の
点
、
北
緯
八
十
四
度
二
十
二
・

一
五
分
西
経
五
十
六
度
四
十
三
・
〇
九
分
の
点
、
北
緯
八
十
四
度
十
七
・
三
二
分
西
経
五
十
六
度
三

十
五
・
七
八
分
の
点
、
北
緯
八
十
四
度
十
一
・
〇
五
分
西
経
五
十
六
度
二
十
九
・
五
三
分
の
点
、
北

緯
八
十
三
度
十
・
七
九
分
西
経
五
十
七
度
〇
・
二
一
分
の
点
、
北
緯
八
十
三
度
四
・
二
九
分
西
経
五

十
七
度
二
十
七
・
七
八
分
の
点
、
北
緯
八
十
三
度
〇
・
九
五
分
西
経
五
十
七
度
三
十
二
・
七
二
分
の

点
、
北
緯
八
十
二
度
四
十
四
・
七
一
分
西
経
五
十
八
度
〇
・
三
八
分
の
点
、
北
緯
八
十
二
度
四
十

二
・
五
七
分
西
経
五
十
八
度
六
・
七
八
分
の
点
、
北
緯
八
十
二
度
四
十
・
六
九
分
西
経
五
十
八
度
十

一
・
七
四
分
の
点
、
北
緯
八
十
二
度
三
十
四
・
九
五
分
西
経
五
十
八
度
二
十
五
・
三
分
の
点
、
北
緯

八
十
二
度
三
十
一
・
二
五
分
西
経
五
十
八
度
三
十
八
・
五
六
分
の
点
、
北
緯
八
十
二
度
二
十
七
・
五



二
分
西
経
五
十
八
度
五
十
・
一
二
分
の
点
、
北
緯
八
十
二
度
二
十
二
・
八
七
分
西
経
五
十
九
度
二
分

の
点
、
北
緯
八
十
二
度
二
十
・
二
六
分
西
経
五
十
九
度
二
十
一
・
三
八
分
の
点
、
北
緯
八
十
二
度
十

八
・
五
四
分
西
経
五
十
九
度
三
十
二
・
二
五
分
の
点
、
北
緯
八
十
二
度
十
七
・
二
二
分
西
経
五
十
九

度
四
十
一
・
三
一
分
の
点
、
北
緯
八
十
二
度
十
四
・
四
一
分
西
経
五
十
九
度
五
十
六
・
〇
六
分
の

点
、
北
緯
八
十
二
度
十
二
・
〇
六
分
西
経
六
十
度
二
・
二
三
分
の
点
、
北
緯
八
十
一
度
五
十
一
・
六

七
分
西
経
六
十
二
度
九
・
六
分
の
点
、
北
緯
八
十
一
度
十
七
・
八
九
分
西
経
六
十
四
度
八
・
七
三
分

の
点
、
北
緯
八
十
度
五
十
・
四
八
分
西
経
六
十
六
度
十
五
・
三
三
分
の
点
、
北
緯
八
十
度
五
十
・
一

分
西
経
六
十
六
度
二
十
六
・
九
七
分
の
点
及
び
北
緯
八
十
度
四
十
九
・
九
一
分
西
経
六
十
六
度
二
十

七
・
四
分
の
点
を
順
次
結
ん
だ
線
、
北
緯
八
十
度
四
十
九
・
二
九
分
西
経
六
十
六
度
二
十
七
・
〇
四

分
の
点
、
北
緯
八
十
度
四
十
九
・
一
九
分
西
経
六
十
六
度
二
十
六
・
五
七
分
の
点
、
北
緯
八
十
度
四

十
五
・
四
三
分
西
経
六
十
七
度
三
・
九
九
分
の
点
、
北
緯
八
十
度
二
十
六
・
一
六
分
西
経
六
十
八
度

十
四
・
三
九
分
の
点
、
北
緯
八
十
度
一
・
七
九
分
西
経
六
十
八
度
四
十
六
・
九
九
分
の
点
、
北
緯
七

十
九
度
四
十
・
三
八
分
西
経
六
十
九
度
四
・
六
八
分
の
点
、
北
緯
七
十
八
度
四
十
八
・
〇
九
分
西
経



七
十
二
度
五
十
二
・
三
六
分
の
点
、
北
緯
七
十
八
度
二
十
五
・
〇
五
分
西
経
七
十
三
度
四
十
五
・
六

六
分
の
点
、
北
緯
七
十
七
度
三
十
・
八
三
分
西
経
七
十
四
度
三
十
八
・
二
四
分
の
点
、
北
緯
七
十
六

度
四
十
三
・
四
七
分
西
経
七
十
四
度
五
十
六
・
四
九
分
の
点
、
北
緯
七
十
五
度
西
経
七
十
三
度
十

六
・
〇
七
分
の
点
、
北
緯
七
十
四
度
五
十
・
六
七
分
西
経
七
十
三
度
二
・
七
一
分
の
点
、
北
緯
七
十

四
度
四
十
四
・
二
分
西
経
七
十
二
度
五
十
二
・
八
六
分
の
点
、
北
緯
七
十
四
度
二
十
八
・
六
七
分
西

経
七
十
一
度
四
十
五
・
七
二
分
の
点
、
北
緯
七
十
四
度
二
十
四
・
〇
二
分
西
経
七
十
一
度
二
十
五
・

六
七
分
の
点
、
北
緯
七
十
四
度
十
二
・
四
二
分
西
経
七
十
度
三
十
三
・
〇
六
分
の
点
、
北
緯
七
十
四

度
十
・
〇
三
分
西
経
七
十
度
二
十
三
・
一
二
分
の
点
、
北
緯
七
十
四
度
七
・
五
分
西
経
七
十
度
十

二
・
一
六
分
の
点
、
北
緯
七
十
四
度
六
・
一
五
分
西
経
七
十
度
六
・
六
九
分
の
点
、
北
緯
七
十
四
度

二
・
五
三
分
西
経
六
十
九
度
五
十
一
・
四
三
分
の
点
、
北
緯
七
十
四
度
二
・
二
五
分
西
経
六
十
九
度

五
十
・
三
三
分
の
点
、
北
緯
七
十
三
度
五
十
七
・
五
四
分
西
経
六
十
九
度
三
十
一
・
〇
二
分
の
点
、

北
緯
七
十
三
度
五
十
二
・
二
七
分
西
経
六
十
九
度
十
・
八
八
分
の
点
、
北
緯
七
十
三
度
四
十
六
・
七

三
分
西
経
六
十
八
度
五
十
一
・
一
四
分
の
点
、
北
緯
七
十
三
度
四
十
六
・
一
七
分
西
経
六
十
八
度
四



十
八
・
八
一
分
の
点
、
北
緯
七
十
三
度
四
十
一
・
七
七
分
西
経
六
十
八
度
二
十
九
・
六
五
分
の
点
、

北
緯
七
十
三
度
三
十
七
・
九
一
分
西
経
六
十
八
度
十
二
・
三
四
分
の
点
、
北
緯
七
十
三
度
三
十
六
・

五
一
分
西
経
六
十
八
度
五
・
四
二
分
の
点
、
北
緯
七
十
三
度
三
十
一
・
一
四
分
西
経
六
十
七
度
十

五
・
五
二
分
の
点
、
北
緯
七
十
三
度
二
十
五
・
九
分
西
経
六
十
六
度
二
十
四
・
九
九
分
の
点
、
北
緯

七
十
三
度
十
八
・
四
八
分
西
経
六
十
六
度
七
・
九
一
分
の
点
、
北
緯
七
十
二
度
五
十
・
八
九
分
西
経

六
十
五
度
七
・
五
二
分
の
点
、
北
緯
七
十
二
度
四
十
七
・
七
分
西
経
六
十
五
度
〇
・
六
三
分
の
点
、

北
緯
七
十
二
度
四
十
五
・
七
六
分
西
経
六
十
四
度
五
十
八
・
二
二
分
の
点
、
北
緯
七
十
二
度
四
十

三
・
七
八
分
西
経
六
十
四
度
五
十
四
・
二
七
分
の
点
、
北
緯
七
十
二
度
三
十
六
・
四
分
西
経
六
十
四

度
三
十
八
・
七
四
分
の
点
、
北
緯
七
十
二
度
三
十
・
五
八
分
西
経
六
十
四
度
二
十
六
・
〇
四
分
の

点
、
北
緯
七
十
二
度
二
十
四
・
八
九
分
西
経
六
十
四
度
十
三
・
一
一
分
の
点
、
北
緯
七
十
二
度
十
・

九
六
分
西
経
六
十
三
度
四
十
・
五
五
分
の
点
、
北
緯
七
十
二
度
六
・
三
三
分
西
経
六
十
三
度
三
十
・

四
二
分
の
点
、
北
緯
七
十
二
度
一
・
六
五
分
西
経
六
十
三
度
二
十
・
七
三
分
の
点
、
北
緯
七
十
一
度

五
十
二
・
九
八
分
西
経
六
十
三
度
三
・
八
六
分
の
点
、
北
緯
七
十
一
度
四
十
七
・
二
一
分
西
経
六
十



二
度
五
十
二
・
六
七
分
の
点
、
北
緯
七
十
一
度
四
十
四
・
七
一
分
西
経
六
十
二
度
四
十
九
・
四
一
分

の
点
、
北
緯
七
十
一
度
三
十
二
・
九
分
西
経
六
十
二
度
三
十
三
・
三
五
分
の
点
、
北
緯
七
十
一
度
三

十
一
・
七
三
分
西
経
六
十
二
度
三
十
一
・
六
六
分
の
点
、
北
緯
七
十
一
度
二
十
九
・
三
九
分
西
経
六

十
二
度
二
十
八
・
九
九
分
の
点
、
北
緯
七
十
一
度
二
十
五
・
九
三
分
西
経
六
十
二
度
二
十
五
・
三
七

分
の
点
、
北
緯
七
十
一
度
十
八
・
九
八
分
西
経
六
十
二
度
十
七
・
四
五
分
の
点
、
北
緯
七
十
一
度
十

二
・
一
分
西
経
六
十
二
度
八
・
九
八
分
の
点
、
北
緯
七
十
度
五
十
一
・
八
四
分
西
経
六
十
一
度
四
十

二
・
五
三
分
の
点
、
北
緯
七
十
度
四
十
八
・
一
七
分
西
経
六
十
一
度
三
十
七
・
六
二
分
の
点
、
北
緯

七
十
度
三
十
五
・
五
五
分
西
経
六
十
一
度
二
十
・
二
八
分
の
点
、
北
緯
七
十
度
三
十
三
・
〇
七
分
西

経
六
十
一
度
十
七
・
一
分
の
点
、
北
緯
七
十
度
十
三
・
四
八
分
西
経
六
十
一
度
十
・
四
九
分
の
点
、

北
緯
七
十
度
八
・
八
三
分
西
経
六
十
一
度
八
・
六
七
分
の
点
、
北
緯
七
十
度
七
・
五
五
分
西
経
六
十

一
度
七
・
九
二
分
の
点
、
北
緯
七
十
度
一
・
六
八
分
西
経
六
十
一
度
四
・
〇
八
分
の
点
、
北
緯
六
十

九
度
五
十
五
・
八
二
分
西
経
六
十
度
五
十
九
・
八
五
分
の
点
、
北
緯
六
十
九
度
五
十
五
・
二
七
分
西

経
六
十
度
五
十
九
・
四
一
分
の
点
、
北
緯
六
十
九
度
四
十
九
・
八
二
分
西
経
六
十
度
五
十
七
・
九
九



分
の
点
、
北
緯
六
十
九
度
二
十
九
・
四
一
分
西
経
六
十
度
五
十
一
・
三
六
分
の
点
、
北
緯
六
十
九
度

十
二
・
八
二
分
西
経
六
十
度
二
十
七
・
四
分
の
点
、
北
緯
六
十
九
度
十
・
二
四
分
西
経
六
十
度
二
十

三
・
四
七
分
の
点
、
北
緯
六
十
九
度
六
・
七
九
分
西
経
六
十
度
十
八
・
三
三
分
の
点
、
北
緯
六
十
九

度
〇
・
八
八
分
西
経
六
十
度
八
・
九
九
分
の
点
、
北
緯
六
十
八
度
五
十
六
・
八
三
分
西
経
六
十
度

二
・
二
一
分
の
点
、
北
緯
六
十
八
度
三
十
八
・
〇
二
分
西
経
五
十
九
度
十
四
・
四
三
分
の
点
、
北
緯

六
十
八
度
三
十
七
・
八
六
分
西
経
五
十
九
度
十
四
・
〇
一
分
の
点
、
北
緯
六
十
八
度
三
十
四
・
〇
二

分
西
経
五
十
九
度
四
・
四
六
分
の
点
、
北
緯
六
十
八
度
三
十
二
・
八
八
分
西
経
五
十
九
度
一
・
四
九

分
の
点
、
北
緯
六
十
八
度
二
十
五
・
二
五
分
西
経
五
十
八
度
四
十
二
・
〇
六
分
の
点
、
北
緯
六
十
八

度
二
十
一
・
六
七
分
西
経
五
十
八
度
三
十
八
・
六
四
分
の
点
、
北
緯
六
十
八
度
十
六
・
〇
七
分
西
経

五
十
八
度
三
十
三
・
七
五
分
の
点
、
北
緯
六
十
八
度
七
・
四
分
西
経
五
十
八
度
二
十
六
・
九
三
分
の

点
、
北
緯
六
十
八
度
六
・
八
七
分
西
経
五
十
八
度
二
十
六
・
五
八
分
の
点
、
北
緯
六
十
八
度
四
・
二

六
分
西
経
五
十
八
度
二
十
四
・
六
九
分
の
点
、
北
緯
六
十
八
度
一
・
八
九
分
西
経
五
十
八
度
二
十

三
・
一
五
分
の
点
、
北
緯
六
十
七
度
五
十
六
・
九
四
分
西
経
五
十
八
度
十
九
・
六
二
分
の
点
、
北
緯



六
十
七
度
四
十
四
・
二
五
分
西
経
五
十
八
度
九
・
七
九
分
の
点
、
北
緯
六
十
七
度
三
十
九
・
七
七
分

西
経
五
十
八
度
六
・
〇
五
分
の
点
、
北
緯
六
十
七
度
三
十
五
・
三
三
分
西
経
五
十
八
度
二
・
〇
七
分

の
点
、
北
緯
六
十
七
度
三
十
・
七
六
分
西
経
五
十
七
度
五
十
七
・
六
六
分
の
点
、
北
緯
六
十
七
度
二

十
九
・
一
六
分
西
経
五
十
七
度
五
十
六
分
の
点
、
北
緯
六
十
七
度
二
十
八
・
二
一
分
西
経
五
十
七
度

五
十
五
・
〇
一
分
の
点
、
北
緯
六
十
七
度
二
十
七
・
二
七
分
西
経
五
十
七
度
五
十
四
・
五
七
分
の

点
、
北
緯
六
十
七
度
二
十
一
・
五
二
分
西
経
五
十
七
度
五
十
二
・
三
五
分
の
点
、
北
緯
六
十
六
度
四

十
九
・
四
七
分
西
経
五
十
七
度
四
十
二
・
八
四
分
の
点
、
北
緯
六
十
六
度
四
十
一
・
七
一
分
西
経
五

十
七
度
四
十
・
三
五
分
の
点
、
北
緯
六
十
六
度
三
十
七
・
八
八
分
西
経
五
十
七
度
三
十
九
・
四
五
分

の
点
、
北
緯
六
十
六
度
三
十
六
・
〇
二
分
西
経
五
十
七
度
三
十
八
・
九
九
分
の
点
、
北
緯
六
十
六
度

三
十
・
二
七
分
西
経
五
十
七
度
三
十
八
・
〇
四
分
の
点
、
北
緯
六
十
六
度
二
十
四
・
五
分
西
経
五
十

七
度
三
十
七
・
五
六
分
の
点
、
北
緯
六
十
六
度
十
八
・
六
八
分
西
経
五
十
七
度
三
十
七
・
五
五
分
の

点
、
北
緯
六
十
六
度
十
二
・
八
四
分
西
経
五
十
七
度
三
十
八
・
〇
一
分
の
点
、
北
緯
六
十
六
度
三
・

五
分
西
経
五
十
七
度
三
十
九
・
四
五
分
の
点
、
北
緯
六
十
五
度
五
十
七
・
六
二
分
西
経
五
十
七
度
三



十
九
・
九
三
分
の
点
、
北
緯
六
十
五
度
五
十
七
・
五
分
西
経
五
十
七
度
三
十
九
・
九
三
分
の
点
、
北

緯
六
十
五
度
五
十
一
・
七
五
分
西
経
五
十
七
度
四
十
・
四
四
分
の
点
、
北
緯
六
十
五
度
五
十
・
八
一

分
西
経
五
十
七
度
四
十
・
四
六
分
の
点
、
北
緯
六
十
五
度
三
十
七
・
五
九
分
西
経
五
十
七
度
四
十

一
・
七
四
分
の
点
、
北
緯
六
十
五
度
三
十
四
・
七
四
分
西
経
五
十
七
度
四
十
二
・
一
八
分
の
点
、
北

緯
六
十
五
度
二
十
三
・
三
三
分
西
経
五
十
七
度
四
十
四
・
八
三
分
の
点
、
北
緯
六
十
五
度
十
八
・
〇

八
分
西
経
五
十
七
度
四
十
五
・
七
分
の
点
、
北
緯
六
十
五
度
十
四
・
五
二
分
西
経
五
十
七
度
四
十

四
・
九
九
分
の
点
、
北
緯
六
十
五
度
十
一
・
四
九
分
西
経
五
十
七
度
四
十
四
・
二
二
分
の
点
、
北
緯

六
十
五
度
八
・
七
九
分
西
経
五
十
七
度
四
十
三
・
六
九
分
の
点
、
北
緯
六
十
五
度
六
・
〇
四
分
西
経

五
十
七
度
四
十
三
・
九
五
分
の
点
、
北
緯
六
十
四
度
十
二
・
〇
六
分
西
経
五
十
七
度
四
十
八
・
〇
九

分
の
点
、
北
緯
六
十
四
度
四
・
二
分
西
経
五
十
七
度
四
十
九
・
〇
一
分
の
点
、
北
緯
六
十
三
度
五
十

七
・
三
六
分
西
経
五
十
七
度
五
十
三
・
四
分
の
点
、
北
緯
六
十
三
度
五
十
二
・
五
七
分
西
経
五
十
七

度
五
十
六
・
四
六
分
の
点
、
北
緯
六
十
三
度
五
十
・
〇
五
分
西
経
五
十
七
度
五
十
七
・
〇
一
分
の

点
、
北
緯
六
十
三
度
四
十
三
・
九
九
分
西
経
五
十
七
度
五
十
八
・
六
分
の
点
、
北
緯
六
十
三
度
三
十



七
・
一
六
分
西
経
五
十
八
度
一
分
の
点
、
北
緯
六
十
三
度
三
十
五
・
〇
二
分
西
経
五
十
八
度
一
・
八

六
分
の
点
、
北
緯
六
十
三
度
二
十
八
・
六
二
分
西
経
五
十
七
度
五
十
九
・
六
二
分
の
点
、
北
緯
六
十

三
度
二
十
二
・
八
六
分
西
経
五
十
七
度
五
十
七
・
二
九
分
の
点
、
北
緯
六
十
二
度
四
十
七
・
一
四
分

西
経
五
十
七
度
四
十
・
八
三
分
の
点
、
北
緯
六
十
二
度
十
一
・
三
五
分
西
経
五
十
七
度
二
十
五
・
一

二
分
の
点
、
北
緯
六
十
二
度
三
・
四
七
分
西
経
五
十
七
度
二
十
二
・
一
五
分
の
点
、
北
緯
六
十
二
度

二
・
二
三
分
西
経
五
十
七
度
二
十
一
・
六
二
分
の
点
、
北
緯
六
十
二
度
〇
・
三
九
分
西
経
五
十
七
度

二
十
・
九
二
分
の
点
、
北
緯
六
十
一
度
二
十
四
・
七
四
分
西
経
五
十
七
度
十
六
・
一
六
分
の
点
、
北

緯
六
十
一
度
十
・
一
四
分
西
経
五
十
七
度
三
十
八
・
七
分
の
点
、
北
緯
六
十
度
四
十
三
・
五
六
分
西

経
五
十
七
度
十
七
・
六
四
分
の
点
、
北
緯
六
十
度
十
五
・
三
六
分
西
経
五
十
七
度
四
・
五
六
分
の

点
、
北
緯
六
十
度
西
経
五
十
六
度
四
十
三
・
〇
二
分
の
点
及
び
北
緯
六
十
度
西
経
六
十
四
度
九
・
六

分
の
点
を
順
次
結
ん
だ
線
並
び
に
カ
ナ
ダ
の
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域

ノ
ル
ウ
ェ
ー
海

北
緯
六
十
九
度
四
十
七
・
二
二
分
東
経
三
十
度
四
十
九
・
三
分
の
点
、
北
緯
六
十
九
度
四
十
七
・
六

排
出
規
制
海
域

九
〇
四
分
東
経
三
十
度
四
十
九
・
〇
五
九
分
の
点
、
北
緯
六
十
九
度
五
十
八
・
七
五
八
分
東
経
三
十



一
度
六
・
二
五
九
八
分
の
点
、
北
緯
七
十
度
八
・
六
二
五
分
東
経
三
十
一
度
三
十
五
・
一
三
五
四
分

の
点
、
北
緯
七
十
度
十
六
・
四
八
二
六
分
東
経
三
十
二
度
四
・
三
八
三
六
分
の
点
、
北
緯
七
十
三
度

二
十
三
・
〇
六
五
二
分
東
経
三
十
六
度
二
十
八
・
五
七
三
二
分
の
点
、
北
緯
七
十
三
度
三
十
五
・
六

五
八
六
分
東
経
三
十
五
度
二
十
七
・
三
三
七
八
分
の
点
、
北
緯
七
十
四
度
二
・
九
七
四
八
分
東
経
三

十
三
度
十
七
・
八
五
九
六
分
の
点
、
北
緯
七
十
四
度
二
十
・
七
〇
八
四
分
東
経
三
十
度
三
十
三
・
五

〇
五
二
分
の
点
、
北
緯
七
十
四
度
二
十
九
・
七
九
七
二
分
東
経
二
十
六
度
二
十
八
・
一
八
〇
八
分
の

点
、
北
緯
七
十
四
度
二
十
四
・
二
四
四
八
分
東
経
二
十
二
度
五
十
五
・
〇
二
七
二
分
の
点
、
北
緯
七

十
四
度
十
三
・
七
二
二
六
分
東
経
二
十
度
十
五
・
九
七
六
二
分
の
点
、
北
緯
七
十
三
度
三
十
五
・
四

三
九
分
東
経
十
六
度
三
十
六
・
四
九
七
四
分
の
点
、
北
緯
七
十
三
度
十
四
・
八
二
五
四
分
東
経
十
四

度
九
・
四
二
六
六
分
の
点
、
北
緯
七
十
二
度
四
十
二
・
五
四
分
東
経
十
一
度
四
十
二
・
一
三
九
二
分

の
点
、
北
緯
七
十
一
度
五
十
八
・
二
分
東
経
九
度
五
十
四
・
九
六
分
の
点
、
北
緯
七
十
一
度
三
十

七
・
五
六
一
二
分
東
経
八
度
四
十
三
・
八
二
二
二
分
の
点
、
北
緯
七
十
度
四
十
三
・
一
六
一
分
東
経

六
度
三
十
六
・
〇
六
七
二
分
の
点
、
北
緯
六
十
九
度
三
十
六
・
六
二
四
分
東
経
四
度
四
十
七
・
三
二



二
分
の
点
、
北
緯
六
十
八
度
五
十
八
・
三
一
六
四
分
東
経
三
度
五
十
一
・
二
一
五
四
分
の
点
、
北
緯

六
十
八
度
十
四
・
九
八
九
二
分
東
経
三
度
十
七
・
〇
三
二
二
分
の
点
、
北
緯
六
十
七
度
二
十
五
・
七

九
八
二
分
東
経
三
度
十
・
二
〇
七
八
分
の
点
、
北
緯
六
十
六
度
四
十
九
・
七
二
九
二
分
東
経
三
度
二

十
五
・
一
三
〇
四
分
の
点
、
北
緯
六
十
六
度
二
十
五
・
九
三
四
四
分
東
経
三
度
十
七
・
一
一
〇
二
分

の
点
、
北
緯
六
十
五
度
二
十
二
・
七
二
一
四
分
東
経
一
度
二
十
四
・
五
九
二
八
分
の
点
、
北
緯
六
十

四
度
二
十
五
・
九
六
九
二
分
西
経
〇
度
二
十
九
・
三
二
一
四
分
の
点
、
北
緯
六
十
三
度
五
十
三
・
二

二
四
二
分
西
経
〇
度
二
十
九
・
四
四
二
分
の
点
、
北
緯
六
十
二
度
五
十
三
・
四
六
五
四
分
東
経
〇
度

三
十
八
・
三
五
五
分
の
点
、
北
緯
六
十
二
度
東
経
一
度
二
十
二
・
二
四
九
八
分
の
点
及
び
北
緯
六
十

二
度
東
経
四
度
五
十
二
・
三
四
六
四
分
の
点
を
順
次
結
ん
だ
線
、
同
点
か
ら
陸
岸
ま
で
九
十
度
に
引

い
た
線
並
び
に
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域

附　

則 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条　

こ
の
政
令
は
、
令
和
八
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



（
経
過
措
置
） 

第
二
条　

次
に
掲
げ
る
原
動
機
に
係
る
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
の
三
の
政
令
で
定
め
る

窒
素
酸
化
物
の
放
出
量
に
係
る
放
出
基
準
（
次
項
に
お
い
て
「
放
出
基
準
」
と
い
う
。
）
（
改
正
後
の
別
表
第
五
に
掲
げ
る

カ
ナ
ダ
北
極
海
排
出
規
制
海
域
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
第
十
一
条
の
七
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

一　

令
和
七
年
一
月
一
日
以
後
に
建
造
に
着
手
さ
れ
た
船
舶
以
外
の
船
舶
に
係
る
原
動
機
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

イ　

こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
て
い
る
原
動
機 

ロ　

こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
に
設
置
さ
れ
る
原
動
機
（
当
該
船
舶
が
建
造
さ
れ
た
後
に
設
置
さ
れ
る
も
の
を
除

く
。
） 

二　

前
号
に
掲
げ
る
原
動
機
と
の
交
換
に
よ
り
船
舶
に
設
置
さ
れ
る
こ
れ
と
同
一
の
型
式
の
原
動
機
（
こ
れ
に
類
す
る
も
の

と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
） 

２　

次
に
掲
げ
る
原
動
機
に
係
る
放
出
基
準
（
改
正
後
の
別
表
第
五
に
掲
げ
る
ノ
ル
ウ
ェ
ー
海
排
出
規
制
海
域
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
第
十
一
条
の
七
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 



一　

こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
船
舶
に
設
置
さ
れ
て
い
る
原
動
機 

二　

こ
の
政
令
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
十
二
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
の
間
に
船
舶
に
設
置
さ
れ
る
原
動
機
（
次
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。
） 

イ　

こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
に
建
造
契
約
が
結
ば
れ
る
船
舶
に
設
置
さ
れ
る
原
動
機 

ロ　

建
造
契
約
が
な
い
船
舶
で
あ
っ
て
令
和
八
年
九
月
一
日
以
後
に
建
造
に
着
手
さ
れ
る
も
の
に
設
置
さ
れ
る
原
動
機 

三　

前
二
号
に
掲
げ
る
原
動
機
と
の
交
換
に
よ
り
船
舶
に
設
置
さ
れ
る
こ
れ
ら
と
同
一
の
型
式
の
原
動
機
（
こ
れ
に
類
す
る

も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
） 

３　

改
正
後
の
第
十
一
条
の
十
の
表
第
一
号
（
カ
ナ
ダ
北
極
海
排
出
規
制
海
域
及
び
ノ
ル
ウ
ェ
ー
海
排
出
規
制
海
域
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
令
和
九
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
の
間
は
、
適
用
し
な
い
。



理　

由 

千
九
百
七
十
三
年
の
船
舶
に
よ
る
汚
染
の
防
止
の
た
め
の
国
際
条
約
附
属
書
Ⅵ
の
改
正
に
伴
い
、
原
動
機
か
ら
発
生
す
る
窒

素
酸
化
物
の
放
出
量
及
び
船
舶
に
お
い
て
使
用
す
る
燃
料
油
の
品
質
に
つ
い
て
特
別
の
基
準
を
適
用
す
る
海
域
と
し
て
カ
ナ
ダ

北
極
海
排
出
規
制
海
域
及
び
ノ
ル
ウ
ェ
ー
海
排
出
規
制
海
域
を
追
加
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 



 

　
　
　

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案　

新
旧
対
照
条
文　

目
次 

 

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○　

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
一
号
）
（
抄
）

 1
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○　

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
一
号
）
（
抄
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

改　
　
　
　

正　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

（
窒
素
酸
化
物
の
放
出
量
に
係
る
放
出
基
準
） 

（
窒
素
酸
化
物
の
放
出
量
に
係
る
放
出
基
準
） 

第
十
一
条
の
七　

法
第
十
九
条
の
三
の
政
令
で
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
放
出
量

第
十
一
条
の
七　

法
第
十
九
条
の
三
の
政
令
で
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
放
出
量

に
係
る
放
出
基
準
は
、
次
の
表
上
欄
に
掲
げ
る
放
出
海
域
の
区
分
並
び
に
同

に
係
る
放
出
基
準
は
、
次
の
表
上
欄
に
掲
げ
る
放
出
海
域
の
区
分
並
び
に
同

表
中
欄
に
掲
げ
る
原
動
機
の
種
類
、
能
力
及
び
用
途
の
区
分
ご
と
に
、
そ
れ

表
中
欄
に
掲
げ
る
原
動
機
の
種
類
、
能
力
及
び
用
途
の
区
分
ご
と
に
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

 
 

  

放
出
海
域 

原
動
機
の
種
類
、
能
力
及
び

窒
素
酸
化
物
の
放
出
量
に

 

放
出
海
域 

原
動
機
の
種
類
、
能
力
及
び

窒
素
酸
化
物
の
放
出
量
に

 

 

用
途

係
る
放
出
基
準

 

用
途

係
る
放
出
基
準

 

 
 

  

一　

別
表
第
一

イ
～
ト　

（
略
）

（
略
） 

 

一　

別
表
第
一

イ
～
ト　

（
略
） 

（
略
）

 

 

の
五
に
掲
げ

 

の
五
に
掲
げ

 

 

る
バ
ル
テ
ィ

 

る
バ
ル
テ
ィ

 

 

ッ
ク
海
海
域

 

ッ
ク
海
海
域

 

 

、
別
表
第
三

 

、
別
表
第
三

 

 

備
考
第
六
号

 

備
考
第
六
号

 

 

イ
か
ら
ハ
ま

 

イ
か
ら
ハ
ま

 

で
に
掲
げ
る

 

で
に
掲
げ
る

 

海
域
並
び
に

 

海
域
並
び
に

 

別
表
第
五
に

 

別
表
第
五
に

 

掲
げ
る
北
米

 

掲
げ
る
北
米

 

排
出
規
制
海

 
排
出
規
制
海

 

域
、
米
国
カ

 

域
及
び
米
国

 

リ
ブ
海
排
出

 

カ
リ
ブ
海
排

 

規
制
海
域
、

 

出
規
制
海
域 

 

カ
ナ
ダ
北
極
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海
排
出
規
制

 

 

海
域
及
び
ノ

 

 
ル
ウ
ェ
ー
海

 

 
排
出
規
制
海

 

 

域

  
  

二　

（
略
）

（
略
）

（
略
）

 

二　

（
略
）

（
略
）

（
略
）

  

備
考　

（
略
）

備
考　

（
略
）

（
燃
料
油
の
品
質
の
基
準
等
） 

（
燃
料
油
の
品
質
の
基
準
等
） 

第
十
一
条
の
十　

法
第
十
九
条
の
二
十
一
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
海
域
は
、

第
十
一
条
の
十　

法
第
十
九
条
の
二
十
一
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
海
域
は
、

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
海
域
と
し
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
当

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
海
域
と
し
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
当

該
海
域
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

該
海
域
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

海　
　
　
　
　

域

基　
　
　
　
　

準

海　
　
　
　
　

域

基　
　
　
　
　

準

一　

別
表
第
一
の
五
に
掲
げ
る
バ

（
略
）

一　

別
表
第
一
の
五
に
掲
げ
る
バ

（
略
） 

ル
テ
ィ
ッ
ク
海
海
域
、
別
表
第

ル
テ
ィ
ッ
ク
海
海
域
、
別
表
第

三
備
考
第
六
号
イ
か
ら
ハ
ま
で

三
備
考
第
六
号
イ
か
ら
ハ
ま
で

に
掲
げ
る
海
域
並
び
に
別
表
第

に
掲
げ
る
海
域
並
び
に
別
表
第

五
に
掲
げ
る
北
米
排
出
規
制
海

五
に
掲
げ
る
北
米
排
出
規
制
海

域
、
米
国
カ
リ
ブ
海
排
出
規
制

域
、
米
国
カ
リ
ブ
海
排
出
規
制

海
域
、
地
中
海
排
出
規
制
海
域

海
域
及
び
地
中
海
排
出
規
制
海

、
カ
ナ
ダ
北
極
海
排
出
規
制
海

域

域
及
び
ノ
ル
ウ
ェ
ー
海
排
出
規

制
海
域

二　

（
略
）

（
略
）

二　

（
略
）

（
略
）
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別
表
第
五
（
第
十
一
条
の
七
、
第
十
一
条
の
十
関
係
） 

別
表
第
五
（
第
十
一
条
の
七
、
第
十
一
条
の
十
関
係
） 

 
  

海
域
名

海
域
の
範
囲

 

海
域
名

海
域
の
範
囲

 
  

北
米
排
出 

一
～
三　

（
略
）

 

北
米
排
出 

一
～
三　

（
略
）

 

規
制
海
域

 

規
制
海
域

米
国
カ
リ 

（
略
）

米
国
カ
リ 

（
略
）

ブ
海
排
出 

ブ
海
排
出 

規
制
海
域

規
制
海
域

地
中
海
排 

（
略
）

地
中
海
排 

（
略
）

出
規
制
海 

出
規
制
海 

域

域

カ
ナ
ダ
北

北
緯
六
十
八
度
五
十
四
分
西
経
百
三
十
七
度
の
点
、
北
緯
七

（
新
設
）

（
新
設
）

極
海
排
出

十
二
度
五
十
六
・
五
八
分
西
経
百
三
十
七
度
の
点
、
北
緯
七

規
制
海
域

十
三
度
〇
・
四
二
分
西
経
百
三
十
六
度
二
十
一
・
七
二
分
の

点
、
北
緯
七
十
三
度
二
十
一
・
七
二
分
西
経
百
三
十
六
度
二

十
・
四
六
分
の
点
、
北
緯
七
十
三
度
五
十
六
・
三
四
分
西
経

百
三
十
六
度
五
十
七
・
六
分
の
点
、
北
緯
七
十
四
度
三
十
・

一
八
分
西
経
百
三
十
七
度
十
三
・
〇
八
分
の
点
、
北
緯
七
十

五
度
三
・
四
二
分
西
経
百
三
十
七
度
七
・
二
分
の
点
、
北
緯

七
十
五
度
四
十
九
・
二
六
分
西
経
百
三
十
六
度
三
十
二
・
〇

四
分
の
点
、
北
緯
七
十
六
度
四
十
二
・
一
八
分
西
経
百
三
十

六
度
五
十
七
・
〇
六
分
の
点
、
北
緯
七
十
七
度
二
十
八
・
二

六
分
西
経
百
三
十
六
度
三
十
四
・
七
四
分
の
点
、
北
緯
七
十

八
度
七
・
二
六
分
西
経
百
三
十
五
度
二
十
八
・
五
分
の
点
、
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北
緯
七
十
八
度
三
十
九
・
七
二
分
西
経
百
三
十
三
度
四
十
四

・
八
八
分
の
点
、
北
緯
七
十
九
度
二
十
九
・
五
八
分
西
経
百

三
十
一
度
二
十
四
・
九
六
分
の
点
、
北
緯
七
十
九
度
五
十
三

・
一
六
分
西
経
百
二
十
九
度
三
十
二
・
二
二
分
の
点
、
北
緯

八
十
度
三
十
一
・
四
四
分
西
経
百
二
十
七
度
三
十
三
・
四
八

分
の
点
、
北
緯
八
十
一
度
五
十
四
・
三
六
分
西
経
百
十
八
度

三
十
六
・
二
四
分
の
点
、
北
緯
八
十
二
度
十
六
・
三
二
分
西

経
百
十
六
度
二
十
八
・
九
八
分
の
点
、
北
緯
八
十
二
度
五
十

二
・
八
六
分
西
経
百
十
五
度
二
十
九
・
四
六
分
の
点
、
北
緯

八
十
三
度
五
十
四
・
五
四
分
西
経
百
十
二
度
七
・
二
分
の
点

、
北
緯
八
十
五
度
四
十
六
・
一
四
分
西
経
九
十
七
度
十
六
・

八
六
分
の
点
、
北
緯
八
十
六
度
九
・
七
八
分
西
経
八
十
九
度

十
四
・
四
六
分
の
点
、
北
緯
八
十
六
度
二
十
二
・
五
六
分
西

経
七
十
八
度
五
十
九
・
五
八
分
の
点
、
北
緯
八
十
六
度
十
九

・
一
八
分
西
経
六
十
度
十
・
一
七
分
の
点
、
北
緯
八
十
五
度

三
十
八
・
九
二
分
西
経
五
十
八
度
十
・
五
八
分
の
点
、
北
緯

八
十
五
度
二
十
二
・
二
九
分
西
経
五
十
七
度
五
十
九
・
二
二

分
の
点
、
北
緯
八
十
五
度
十
二
・
〇
四
分
西
経
五
十
七
度
五

十
四
・
六
八
分
の
点
、
北
緯
八
十
四
度
四
十
九
・
五
六
分
西

経
五
十
七
度
十
三
・
二
八
分
の
点
、
北
緯
八
十
四
度
二
十
二

・
一
五
分
西
経
五
十
六
度
四
十
三
・
〇
九
分
の
点
、
北
緯
八

十
四
度
十
七
・
三
二
分
西
経
五
十
六
度
三
十
五
・
七
八
分
の

点
、
北
緯
八
十
四
度
十
一
・
〇
五
分
西
経
五
十
六
度
二
十
九

・
五
三
分
の
点
、
北
緯
八
十
三
度
十
・
七
九
分
西
経
五
十
七

度
〇
・
二
一
分
の
点
、
北
緯
八
十
三
度
四
・
二
九
分
西
経
五

十
七
度
二
十
七
・
七
八
分
の
点
、
北
緯
八
十
三
度
〇
・
九
五

分
西
経
五
十
七
度
三
十
二
・
七
二
分
の
点
、
北
緯
八
十
二
度

四
十
四
・
七
一
分
西
経
五
十
八
度
〇
・
三
八
分
の
点
、
北
緯

八
十
二
度
四
十
二
・
五
七
分
西
経
五
十
八
度
六
・
七
八
分
の

点
、
北
緯
八
十
二
度
四
十
・
六
九
分
西
経
五
十
八
度
十
一
・
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七
四
分
の
点
、
北
緯
八
十
二
度
三
十
四
・
九
五
分
西
経
五
十

八
度
二
十
五
・
三
分
の
点
、
北
緯
八
十
二
度
三
十
一
・
二
五

分
西
経
五
十
八
度
三
十
八
・
五
六
分
の
点
、
北
緯
八
十
二
度

二
十
七
・
五
二
分
西
経
五
十
八
度
五
十
・
一
二
分
の
点
、
北

緯
八
十
二
度
二
十
二
・
八
七
分
西
経
五
十
九
度
二
分
の
点
、

北
緯
八
十
二
度
二
十
・
二
六
分
西
経
五
十
九
度
二
十
一
・
三

八
分
の
点
、
北
緯
八
十
二
度
十
八
・
五
四
分
西
経
五
十
九
度

三
十
二
・
二
五
分
の
点
、
北
緯
八
十
二
度
十
七
・
二
二
分
西

経
五
十
九
度
四
十
一
・
三
一
分
の
点
、
北
緯
八
十
二
度
十
四

・
四
一
分
西
経
五
十
九
度
五
十
六
・
〇
六
分
の
点
、
北
緯
八

十
二
度
十
二
・
〇
六
分
西
経
六
十
度
二
・
二
三
分
の
点
、
北

緯
八
十
一
度
五
十
一
・
六
七
分
西
経
六
十
二
度
九
・
六
分
の

点
、
北
緯
八
十
一
度
十
七
・
八
九
分
西
経
六
十
四
度
八
・
七

三
分
の
点
、
北
緯
八
十
度
五
十
・
四
八
分
西
経
六
十
六
度
十

五
・
三
三
分
の
点
、
北
緯
八
十
度
五
十
・
一
分
西
経
六
十
六

度
二
十
六
・
九
七
分
の
点
及
び
北
緯
八
十
度
四
十
九
・
九
一

分
西
経
六
十
六
度
二
十
七
・
四
分
の
点
を
順
次
結
ん
だ
線
、

北
緯
八
十
度
四
十
九
・
二
九
分
西
経
六
十
六
度
二
十
七
・
〇

四
分
の
点
、
北
緯
八
十
度
四
十
九
・
一
九
分
西
経
六
十
六
度

二
十
六
・
五
七
分
の
点
、
北
緯
八
十
度
四
十
五
・
四
三
分
西

経
六
十
七
度
三
・
九
九
分
の
点
、
北
緯
八
十
度
二
十
六
・
一

六
分
西
経
六
十
八
度
十
四
・
三
九
分
の
点
、
北
緯
八
十
度
一

・
七
九
分
西
経
六
十
八
度
四
十
六
・
九
九
分
の
点
、
北
緯
七

十
九
度
四
十
・
三
八
分
西
経
六
十
九
度
四
・
六
八
分
の
点
、

北
緯
七
十
八
度
四
十
八
・
〇
九
分
西
経
七
十
二
度
五
十
二
・

三
六
分
の
点
、
北
緯
七
十
八
度
二
十
五
・
〇
五
分
西
経
七
十

三
度
四
十
五
・
六
六
分
の
点
、
北
緯
七
十
七
度
三
十
・
八
三

分
西
経
七
十
四
度
三
十
八
・
二
四
分
の
点
、
北
緯
七
十
六
度

四
十
三
・
四
七
分
西
経
七
十
四
度
五
十
六
・
四
九
分
の
点
、

北
緯
七
十
五
度
西
経
七
十
三
度
十
六
・
〇
七
分
の
点
、
北
緯
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七
十
四
度
五
十
・
六
七
分
西
経
七
十
三
度
二
・
七
一
分
の
点

、
北
緯
七
十
四
度
四
十
四
・
二
分
西
経
七
十
二
度
五
十
二
・

八
六
分
の
点
、
北
緯
七
十
四
度
二
十
八
・
六
七
分
西
経
七
十

一
度
四
十
五
・
七
二
分
の
点
、
北
緯
七
十
四
度
二
十
四
・
〇

二
分
西
経
七
十
一
度
二
十
五
・
六
七
分
の
点
、
北
緯
七
十
四

度
十
二
・
四
二
分
西
経
七
十
度
三
十
三
・
〇
六
分
の
点
、
北

緯
七
十
四
度
十
・
〇
三
分
西
経
七
十
度
二
十
三
・
一
二
分
の

点
、
北
緯
七
十
四
度
七
・
五
分
西
経
七
十
度
十
二
・
一
六
分

の
点
、
北
緯
七
十
四
度
六
・
一
五
分
西
経
七
十
度
六
・
六
九

分
の
点
、
北
緯
七
十
四
度
二
・
五
三
分
西
経
六
十
九
度
五
十

一
・
四
三
分
の
点
、
北
緯
七
十
四
度
二
・
二
五
分
西
経
六
十

九
度
五
十
・
三
三
分
の
点
、
北
緯
七
十
三
度
五
十
七
・
五
四

分
西
経
六
十
九
度
三
十
一
・
〇
二
分
の
点
、
北
緯
七
十
三
度

五
十
二
・
二
七
分
西
経
六
十
九
度
十
・
八
八
分
の
点
、
北
緯

七
十
三
度
四
十
六
・
七
三
分
西
経
六
十
八
度
五
十
一
・
一
四

分
の
点
、
北
緯
七
十
三
度
四
十
六
・
一
七
分
西
経
六
十
八
度

四
十
八
・
八
一
分
の
点
、
北
緯
七
十
三
度
四
十
一
・
七
七
分

西
経
六
十
八
度
二
十
九
・
六
五
分
の
点
、
北
緯
七
十
三
度
三

十
七
・
九
一
分
西
経
六
十
八
度
十
二
・
三
四
分
の
点
、
北
緯

七
十
三
度
三
十
六
・
五
一
分
西
経
六
十
八
度
五
・
四
二
分
の

点
、
北
緯
七
十
三
度
三
十
一
・
一
四
分
西
経
六
十
七
度
十
五

・
五
二
分
の
点
、
北
緯
七
十
三
度
二
十
五
・
九
分
西
経
六
十

六
度
二
十
四
・
九
九
分
の
点
、
北
緯
七
十
三
度
十
八
・
四
八

分
西
経
六
十
六
度
七
・
九
一
分
の
点
、
北
緯
七
十
二
度
五
十

・
八
九
分
西
経
六
十
五
度
七
・
五
二
分
の
点
、
北
緯
七
十
二

度
四
十
七
・
七
分
西
経
六
十
五
度
〇
・
六
三
分
の
点
、
北
緯

七
十
二
度
四
十
五
・
七
六
分
西
経
六
十
四
度
五
十
八
・
二
二

分
の
点
、
北
緯
七
十
二
度
四
十
三
・
七
八
分
西
経
六
十
四
度

五
十
四
・
二
七
分
の
点
、
北
緯
七
十
二
度
三
十
六
・
四
分
西

経
六
十
四
度
三
十
八
・
七
四
分
の
点
、
北
緯
七
十
二
度
三
十
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・
五
八
分
西
経
六
十
四
度
二
十
六
・
〇
四
分
の
点
、
北
緯
七

十
二
度
二
十
四
・
八
九
分
西
経
六
十
四
度
十
三
・
一
一
分
の

点
、
北
緯
七
十
二
度
十
・
九
六
分
西
経
六
十
三
度
四
十
・
五

五
分
の
点
、
北
緯
七
十
二
度
六
・
三
三
分
西
経
六
十
三
度
三

十
・
四
二
分
の
点
、
北
緯
七
十
二
度
一
・
六
五
分
西
経
六
十

三
度
二
十
・
七
三
分
の
点
、
北
緯
七
十
一
度
五
十
二
・
九
八

分
西
経
六
十
三
度
三
・
八
六
分
の
点
、
北
緯
七
十
一
度
四
十

七
・
二
一
分
西
経
六
十
二
度
五
十
二
・
六
七
分
の
点
、
北
緯

七
十
一
度
四
十
四
・
七
一
分
西
経
六
十
二
度
四
十
九
・
四
一

分
の
点
、
北
緯
七
十
一
度
三
十
二
・
九
分
西
経
六
十
二
度
三

十
三
・
三
五
分
の
点
、
北
緯
七
十
一
度
三
十
一
・
七
三
分
西

経
六
十
二
度
三
十
一
・
六
六
分
の
点
、
北
緯
七
十
一
度
二
十

九
・
三
九
分
西
経
六
十
二
度
二
十
八
・
九
九
分
の
点
、
北
緯

七
十
一
度
二
十
五
・
九
三
分
西
経
六
十
二
度
二
十
五
・
三
七

分
の
点
、
北
緯
七
十
一
度
十
八
・
九
八
分
西
経
六
十
二
度
十

七
・
四
五
分
の
点
、
北
緯
七
十
一
度
十
二
・
一
分
西
経
六
十

二
度
八
・
九
八
分
の
点
、
北
緯
七
十
度
五
十
一
・
八
四
分
西

経
六
十
一
度
四
十
二
・
五
三
分
の
点
、
北
緯
七
十
度
四
十
八

・
一
七
分
西
経
六
十
一
度
三
十
七
・
六
二
分
の
点
、
北
緯
七

十
度
三
十
五
・
五
五
分
西
経
六
十
一
度
二
十
・
二
八
分
の
点

、
北
緯
七
十
度
三
十
三
・
〇
七
分
西
経
六
十
一
度
十
七
・
一

分
の
点
、
北
緯
七
十
度
十
三
・
四
八
分
西
経
六
十
一
度
十
・

四
九
分
の
点
、
北
緯
七
十
度
八
・
八
三
分
西
経
六
十
一
度
八

・
六
七
分
の
点
、
北
緯
七
十
度
七
・
五
五
分
西
経
六
十
一
度

七
・
九
二
分
の
点
、
北
緯
七
十
度
一
・
六
八
分
西
経
六
十
一

度
四
・
〇
八
分
の
点
、
北
緯
六
十
九
度
五
十
五
・
八
二
分
西

経
六
十
度
五
十
九
・
八
五
分
の
点
、
北
緯
六
十
九
度
五
十
五

・
二
七
分
西
経
六
十
度
五
十
九
・
四
一
分
の
点
、
北
緯
六
十

九
度
四
十
九
・
八
二
分
西
経
六
十
度
五
十
七
・
九
九
分
の
点

、
北
緯
六
十
九
度
二
十
九
・
四
一
分
西
経
六
十
度
五
十
一
・
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三
六
分
の
点
、
北
緯
六
十
九
度
十
二
・
八
二
分
西
経
六
十
度

二
十
七
・
四
分
の
点
、
北
緯
六
十
九
度
十
・
二
四
分
西
経
六

十
度
二
十
三
・
四
七
分
の
点
、
北
緯
六
十
九
度
六
・
七
九
分

西
経
六
十
度
十
八
・
三
三
分
の
点
、
北
緯
六
十
九
度
〇
・
八

八
分
西
経
六
十
度
八
・
九
九
分
の
点
、
北
緯
六
十
八
度
五
十

六
・
八
三
分
西
経
六
十
度
二
・
二
一
分
の
点
、
北
緯
六
十
八

度
三
十
八
・
〇
二
分
西
経
五
十
九
度
十
四
・
四
三
分
の
点
、

北
緯
六
十
八
度
三
十
七
・
八
六
分
西
経
五
十
九
度
十
四
・
〇

一
分
の
点
、
北
緯
六
十
八
度
三
十
四
・
〇
二
分
西
経
五
十
九

度
四
・
四
六
分
の
点
、
北
緯
六
十
八
度
三
十
二
・
八
八
分
西

経
五
十
九
度
一
・
四
九
分
の
点
、
北
緯
六
十
八
度
二
十
五
・

二
五
分
西
経
五
十
八
度
四
十
二
・
〇
六
分
の
点
、
北
緯
六
十

八
度
二
十
一
・
六
七
分
西
経
五
十
八
度
三
十
八
・
六
四
分
の

点
、
北
緯
六
十
八
度
十
六
・
〇
七
分
西
経
五
十
八
度
三
十
三

・
七
五
分
の
点
、
北
緯
六
十
八
度
七
・
四
分
西
経
五
十
八
度

二
十
六
・
九
三
分
の
点
、
北
緯
六
十
八
度
六
・
八
七
分
西
経

五
十
八
度
二
十
六
・
五
八
分
の
点
、
北
緯
六
十
八
度
四
・
二

六
分
西
経
五
十
八
度
二
十
四
・
六
九
分
の
点
、
北
緯
六
十
八

度
一
・
八
九
分
西
経
五
十
八
度
二
十
三
・
一
五
分
の
点
、
北

緯
六
十
七
度
五
十
六
・
九
四
分
西
経
五
十
八
度
十
九
・
六
二

分
の
点
、
北
緯
六
十
七
度
四
十
四
・
二
五
分
西
経
五
十
八
度

九
・
七
九
分
の
点
、
北
緯
六
十
七
度
三
十
九
・
七
七
分
西
経

五
十
八
度
六
・
〇
五
分
の
点
、
北
緯
六
十
七
度
三
十
五
・
三

三
分
西
経
五
十
八
度
二
・
〇
七
分
の
点
、
北
緯
六
十
七
度
三

十
・
七
六
分
西
経
五
十
七
度
五
十
七
・
六
六
分
の
点
、
北
緯

六
十
七
度
二
十
九
・
一
六
分
西
経
五
十
七
度
五
十
六
分
の
点

、
北
緯
六
十
七
度
二
十
八
・
二
一
分
西
経
五
十
七
度
五
十
五

・
〇
一
分
の
点
、
北
緯
六
十
七
度
二
十
七
・
二
七
分
西
経
五

十
七
度
五
十
四
・
五
七
分
の
点
、
北
緯
六
十
七
度
二
十
一
・

五
二
分
西
経
五
十
七
度
五
十
二
・
三
五
分
の
点
、
北
緯
六
十
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六
度
四
十
九
・
四
七
分
西
経
五
十
七
度
四
十
二
・
八
四
分
の

点
、
北
緯
六
十
六
度
四
十
一
・
七
一
分
西
経
五
十
七
度
四
十

・
三
五
分
の
点
、
北
緯
六
十
六
度
三
十
七
・
八
八
分
西
経
五

十
七
度
三
十
九
・
四
五
分
の
点
、
北
緯
六
十
六
度
三
十
六
・

〇
二
分
西
経
五
十
七
度
三
十
八
・
九
九
分
の
点
、
北
緯
六
十

六
度
三
十
・
二
七
分
西
経
五
十
七
度
三
十
八
・
〇
四
分
の
点

、
北
緯
六
十
六
度
二
十
四
・
五
分
西
経
五
十
七
度
三
十
七
・

五
六
分
の
点
、
北
緯
六
十
六
度
十
八
・
六
八
分
西
経
五
十
七

度
三
十
七
・
五
五
分
の
点
、
北
緯
六
十
六
度
十
二
・
八
四
分

西
経
五
十
七
度
三
十
八
・
〇
一
分
の
点
、
北
緯
六
十
六
度
三

・
五
分
西
経
五
十
七
度
三
十
九
・
四
五
分
の
点
、
北
緯
六
十

五
度
五
十
七
・
六
二
分
西
経
五
十
七
度
三
十
九
・
九
三
分
の

点
、
北
緯
六
十
五
度
五
十
七
・
五
分
西
経
五
十
七
度
三
十
九

・
九
三
分
の
点
、
北
緯
六
十
五
度
五
十
一
・
七
五
分
西
経
五

十
七
度
四
十
・
四
四
分
の
点
、
北
緯
六
十
五
度
五
十
・
八
一

分
西
経
五
十
七
度
四
十
・
四
六
分
の
点
、
北
緯
六
十
五
度
三

十
七
・
五
九
分
西
経
五
十
七
度
四
十
一
・
七
四
分
の
点
、
北

緯
六
十
五
度
三
十
四
・
七
四
分
西
経
五
十
七
度
四
十
二
・
一

八
分
の
点
、
北
緯
六
十
五
度
二
十
三
・
三
三
分
西
経
五
十
七

度
四
十
四
・
八
三
分
の
点
、
北
緯
六
十
五
度
十
八
・
〇
八
分

西
経
五
十
七
度
四
十
五
・
七
分
の
点
、
北
緯
六
十
五
度
十
四

・
五
二
分
西
経
五
十
七
度
四
十
四
・
九
九
分
の
点
、
北
緯
六

十
五
度
十
一
・
四
九
分
西
経
五
十
七
度
四
十
四
・
二
二
分
の

点
、
北
緯
六
十
五
度
八
・
七
九
分
西
経
五
十
七
度
四
十
三
・

六
九
分
の
点
、
北
緯
六
十
五
度
六
・
〇
四
分
西
経
五
十
七
度

四
十
三
・
九
五
分
の
点
、
北
緯
六
十
四
度
十
二
・
〇
六
分
西

経
五
十
七
度
四
十
八
・
〇
九
分
の
点
、
北
緯
六
十
四
度
四
・

二
分
西
経
五
十
七
度
四
十
九
・
〇
一
分
の
点
、
北
緯
六
十
三

度
五
十
七
・
三
六
分
西
経
五
十
七
度
五
十
三
・
四
分
の
点
、

北
緯
六
十
三
度
五
十
二
・
五
七
分
西
経
五
十
七
度
五
十
六
・
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四
六
分
の
点
、
北
緯
六
十
三
度
五
十
・
〇
五
分
西
経
五
十
七

度
五
十
七
・
〇
一
分
の
点
、
北
緯
六
十
三
度
四
十
三
・
九
九

分
西
経
五
十
七
度
五
十
八
・
六
分
の
点
、
北
緯
六
十
三
度
三

十
七
・
一
六
分
西
経
五
十
八
度
一
分
の
点
、
北
緯
六
十
三
度

三
十
五
・
〇
二
分
西
経
五
十
八
度
一
・
八
六
分
の
点
、
北
緯

六
十
三
度
二
十
八
・
六
二
分
西
経
五
十
七
度
五
十
九
・
六
二

分
の
点
、
北
緯
六
十
三
度
二
十
二
・
八
六
分
西
経
五
十
七
度

五
十
七
・
二
九
分
の
点
、
北
緯
六
十
二
度
四
十
七
・
一
四
分

西
経
五
十
七
度
四
十
・
八
三
分
の
点
、
北
緯
六
十
二
度
十
一

・
三
五
分
西
経
五
十
七
度
二
十
五
・
一
二
分
の
点
、
北
緯
六

十
二
度
三
・
四
七
分
西
経
五
十
七
度
二
十
二
・
一
五
分
の
点

、
北
緯
六
十
二
度
二
・
二
三
分
西
経
五
十
七
度
二
十
一
・
六

二
分
の
点
、
北
緯
六
十
二
度
〇
・
三
九
分
西
経
五
十
七
度
二

十
・
九
二
分
の
点
、
北
緯
六
十
一
度
二
十
四
・
七
四
分
西
経

五
十
七
度
十
六
・
一
六
分
の
点
、
北
緯
六
十
一
度
十
・
一
四

分
西
経
五
十
七
度
三
十
八
・
七
分
の
点
、
北
緯
六
十
度
四
十

三
・
五
六
分
西
経
五
十
七
度
十
七
・
六
四
分
の
点
、
北
緯
六

十
度
十
五
・
三
六
分
西
経
五
十
七
度
四
・
五
六
分
の
点
、
北

緯
六
十
度
西
経
五
十
六
度
四
十
三
・
〇
二
分
の
点
及
び
北
緯

六
十
度
西
経
六
十
四
度
九
・
六
分
の
点
を
順
次
結
ん
だ
線
並

び
に
カ
ナ
ダ
の
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域

ノ
ル
ウ
ェ

北
緯
六
十
九
度
四
十
七
・
二
二
分
東
経
三
十
度
四
十
九
・
三

（
新
設
）

（
新
設
）

ー
海
排
出

分
の
点
、
北
緯
六
十
九
度
四
十
七
・
六
九
〇
四
分
東
経
三
十

規
制
海
域

度
四
十
九
・
〇
五
九
分
の
点
、
北
緯
六
十
九
度
五
十
八
・
七

五
八
分
東
経
三
十
一
度
六
・
二
五
九
八
分
の
点
、
北
緯
七
十

度
八
・
六
二
五
分
東
経
三
十
一
度
三
十
五
・
一
三
五
四
分
の

点
、
北
緯
七
十
度
十
六
・
四
八
二
六
分
東
経
三
十
二
度
四
・

三
八
三
六
分
の
点
、
北
緯
七
十
三
度
二
十
三
・
〇
六
五
二
分

東
経
三
十
六
度
二
十
八
・
五
七
三
二
分
の
点
、
北
緯
七
十
三
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度
三
十
五
・
六
五
八
六
分
東
経
三
十
五
度
二
十
七
・
三
三
七

八
分
の
点
、
北
緯
七
十
四
度
二
・
九
七
四
八
分
東
経
三
十
三

度
十
七
・
八
五
九
六
分
の
点
、
北
緯
七
十
四
度
二
十
・
七
〇

八
四
分
東
経
三
十
度
三
十
三
・
五
〇
五
二
分
の
点
、
北
緯
七

十
四
度
二
十
九
・
七
九
七
二
分
東
経
二
十
六
度
二
十
八
・
一

八
〇
八
分
の
点
、
北
緯
七
十
四
度
二
十
四
・
二
四
四
八
分
東

経
二
十
二
度
五
十
五
・
〇
二
七
二
分
の
点
、
北
緯
七
十
四
度

十
三
・
七
二
二
六
分
東
経
二
十
度
十
五
・
九
七
六
二
分
の
点

、
北
緯
七
十
三
度
三
十
五
・
四
三
九
分
東
経
十
六
度
三
十
六

・
四
九
七
四
分
の
点
、
北
緯
七
十
三
度
十
四
・
八
二
五
四
分

東
経
十
四
度
九
・
四
二
六
六
分
の
点
、
北
緯
七
十
二
度
四
十

二
・
五
四
分
東
経
十
一
度
四
十
二
・
一
三
九
二
分
の
点
、
北

緯
七
十
一
度
五
十
八
・
二
分
東
経
九
度
五
十
四
・
九
六
分
の

点
、
北
緯
七
十
一
度
三
十
七
・
五
六
一
二
分
東
経
八
度
四
十

三
・
八
二
二
二
分
の
点
、
北
緯
七
十
度
四
十
三
・
一
六
一
分

東
経
六
度
三
十
六
・
〇
六
七
二
分
の
点
、
北
緯
六
十
九
度
三

十
六
・
六
二
四
分
東
経
四
度
四
十
七
・
三
二
二
分
の
点
、
北

緯
六
十
八
度
五
十
八
・
三
一
六
四
分
東
経
三
度
五
十
一
・
二

一
五
四
分
の
点
、
北
緯
六
十
八
度
十
四
・
九
八
九
二
分
東
経

三
度
十
七
・
〇
三
二
二
分
の
点
、
北
緯
六
十
七
度
二
十
五
・

七
九
八
二
分
東
経
三
度
十
・
二
〇
七
八
分
の
点
、
北
緯
六
十

六
度
四
十
九
・
七
二
九
二
分
東
経
三
度
二
十
五
・
一
三
〇
四

分
の
点
、
北
緯
六
十
六
度
二
十
五
・
九
三
四
四
分
東
経
三
度

十
七
・
一
一
〇
二
分
の
点
、
北
緯
六
十
五
度
二
十
二
・
七
二

一
四
分
東
経
一
度
二
十
四
・
五
九
二
八
分
の
点
、
北
緯
六
十

四
度
二
十
五
・
九
六
九
二
分
西
経
〇
度
二
十
九
・
三
二
一
四

分
の
点
、
北
緯
六
十
三
度
五
十
三
・
二
二
四
二
分
西
経
〇
度

二
十
九
・
四
四
二
分
の
点
、
北
緯
六
十
二
度
五
十
三
・
四
六

五
四
分
東
経
〇
度
三
十
八
・
三
五
五
分
の
点
、
北
緯
六
十
二

度
東
経
一
度
二
十
二
・
二
四
九
八
分
の
点
及
び
北
緯
六
十
二
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度
東
経
四
度
五
十
二
・
三
四
六
四
分
の
点
を
順
次
結
ん
だ
線

、
同
点
か
ら
陸
岸
ま
で
九
十
度
に
引
い
た
線
並
び
に
陸
岸
に

よ
り
囲
ま
れ
た
海
域
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